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第９期 

吉川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

≪構成案≫ 

※計画に記載する事項を箇条書きし、掲載予定のイメージ図をのせ現時点での構想案としております。 

今後、この構想案を元に第９期計画の骨格案を作成していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間 

令和６年度～令和８年度 

吉川市 

  

資 料 ２ 

令和５年７月末 
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第１章 計画策定にあたって 

第１節 計画策定の背景 

１ 令和 22年（2040年）を見据えて 

２ 地域包括ケアシステムの深化・推進と地域共生社会の実現 

３ 介護保険制度の見直し 

第２節 計画の法的根拠 

第３節 計画の位置付け 

 

第４節 計画の期間 
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第５節 吉川市版地域包括ケアシステム 

 

 
 

【第９期計画では】 

計画期間中に、すべての団塊の世代が 75歳以上となる令和７年（2025年）を迎えます。本市では令

和 17年（2035年）に 85歳以上人口がピークを迎え、医療・介護双方のニーズを有するなど、様々なニ

ーズのある要介護高齢者が増加する一方で、生産年齢人口が減少に転じることが見込まれています。そ

のため、これまで以上に中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を踏まえて介護サービス基

盤を整備するとともに、地域の実情に応じて地域包括ケアシステムの深化・推進や介護人材の確保、介

護現場の生産性の向上を図るための具体的な施策や目標を計画に定めることが求められます。 

第１章では、こうした計画策定の背景や介護保険制度の見直しに関する内容、計画の概要等を記載し

ます。 

 



4 

第２章 吉川市の高齢者の現況と見込み 

第１節 人口等の推移と見込み 

１ 総人口・高齢者人口の推移と見込み 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム 

第２節 認定者数の推移と見込み 

１ 認定者数の推移 

 
資料：地域包括ケア「見える化」システム 

２ 認定者数の見込み 

【第９期計画では】 

総人口は増加を続け、令和７年には７万５千人を超えることが見込まれています。また、年少人口、

生産年齢人口、高齢者人口、いずれも一貫して増加することから、高齢化率は 23％台で推移すること

が見込まれています。一方で、75 歳未満の高齢者が減少傾向で推移する中、75 歳以上の高齢者が増

加するため、要介護認定者数も増加していくことが予測されます。 

今後、国の見える化システムを活用して、第２節の見込みを推計することとなります。 
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第３章 調査結果からみる現状と課題 

第１節 調査の概要 

１ 調査の目的 

２ 調査の実施概要 

第２節 調査結果からの現況と課題 

１ 介護予防等の取組体制の充実（第１回介護推進協議会で報告した資料および調査報告書を精査し記載） 

 

２ 医療に関する啓発活動の促進 

３ 終末期に関する啓発活動の推進 

４ 認知症に関する周知啓発の推進 

５ 介護保険サービスの提供体制の充実 

６ 身近な地域での生活支援体制の充実 
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【第９期計画では】 

生活機能の低下リスクを抱える高齢者が増加しています。後期高齢者のさらなる増加が予測される

ことから、介護予防等の取組を充実することが求められます。また、新型コロナウイルス感染症の影

響で、外出する機会や人と会う機会が減少し、心身への負担を感じている高齢者も多くなっているこ

とから、社会参加やフレイル予防等の様々な取組を充実することが求められます。 
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第４章 第８期計画の実施状況と課題 

第１節 生涯を通じた社会参加により、自らの健康を維持する 

第２節 地域のつながり、地域の支え合いの力を高める 

第３節 地域包括ケアシステムの深化と介護保険制度の持続性を高める 

第４節 地域共生社会実現に向けた重点テーマの進捗状況（第５章➡第４章へ） 

 

 

 

【第９期計画では】 

第８期計画では、コロナ禍においても感染予防対策を講じながら介護予防教室を継続してきまし

た。地域においても、生活支援体制を充実するために、担い手の育成や見守り体制の構築等に取り組

んできました。 

令和５年度第１回介護福祉推進協議会で報告した第８期計画の実施状況の報告資料を精査し、第４

章に記載します。また、第４節には地域共生社会実現に向けた重点テーマの進捗状況を掲載し、第８

期計画の課題等を踏まえたものとするよう変更します。 
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第５章 計画の基本的な考え方 

第１節 基本理念と地域の理想像 

 

 

 

第２節 基本目標 

１ 生涯を通じた社会参加により、自らの健康を維持する【自助】 

２ 地域のつながり、地域の支え合いの力を高める【互助】 

３ 地域包括ケアシステムの深化と介護保険制度の持続性を高める【共助】 

第３節 地域共生社会実現に向けた重点テーマ 

第４節 高齢者福祉施策の体系（第７章➡第５章へ） 

 

【第９期計画では】 

第５章は、計画の基本的な考え方（第８期計画は「第５章 計画の基本理念、地域の理想像等」）と

して再構築します。現段階では基本理念、地域の理想像、基本目標は第８期計画から引き継いでいく

ことを想定していますが、７月以降に提示される国の基本指針や県の考え方等を踏まえて内容を協議

していきます。また、第４節の高齢者福祉施策の体系は、基本的な考え方の位置づけとして本章に記

載します。 

  

基本理念   高齢者の幸福実感の実現 

地域の理想像 すべてのひとが 生涯にわたり居場所 

と役割を持ち 活躍する地域 
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第６章 日常生活圏域と地域支援事業の今後の方向性 

第１節 日常生活圏域と地域包括支援センターの設置 

 

第２節 日常生活圏域の地域密着型サービスの量の見込み 

第３節 地域支援事業の今後の方向性 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業 

２ 包括的支援事業 

３ 任意事業 

【第９期計画では】 

第８期計画と同様に日常生活圏域の状況や見込みについて整理します。国の基本指針や県の施設整

備の方針等を踏まえたものとなるため、詳細は 10月以降となる見込みです。 

 



10 

第７章 高齢者福祉施策の推進 

基本目標Ⅰ 生涯、元気で活躍する環境をつくる 

基本目標Ⅱ 高齢者を支える地域のつながりと生活支援体制をつくる 

基本目標Ⅲ 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境をつくる 

基本目標Ⅳ 利用者に応じた介護サービス提供体制をつくる 

 

【第９期計画では】 

第８期計画と同様に基本目標ごとに各施策について整理します。 

第８期計画では、３つの基本目標の下に４つの施策の方向性を位置付けていましたが、施策の方向

性を基本目標に昇華した方が分かりやすいことから、第９期計画では４つの基本目標とし、施策を整

理します。 

なお、今後、国の基本指針や県の考え方等を踏まえて内容を変更することがあります。 

 

 

第８章 介護サービス量・給付費などの見込み 

第１節 介護保険サービス量の見込み 

１ 介護予防サービス見込量（対象：要支援１・２） 

２ 介護サービス見込量（対象：要介護１～５） 

３ 標準給付費の見込み 

４ 地域支援事業費の見込み 

 

第２節 保険料の算出 

１ 基準額に対する介護保険料の段階設定 

２ 所得段階別被保険者数の推計 

３ 介護保険料基準額（月額）の算定方法 

４ 費用の財源割合 

５ 介護保険料の算定結果 

６ 介護保険料・利用者負担額についての支援策 

 

【第９期計画では】 

「第９期介護保険事業計画 基本指針 第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項」に基づ

いて、本市の見込みについて記載します。仮推計を９月下旬から、本推計を 11 月から１月にかけて

実施するため、適宜見込み値を報告していく予定です。 
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第９章 計画の推進 

第１節 計画の推進体制 

１ 計画の推進体制 

２ 吉川市介護福祉推進協議会 

３ 介護給付の適正化 

４ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の視点を持った取組 

第２節 事業の達成状況の点検及び評価 

１ 計画の達成状況の点検と評価 

２ 事務事業評価と事業の見直し 

 

【第９期計画では】 

「第９期 介護保険事業計画 基本指針 第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本

的事項」に基づいて、本市の推進体制について記載します。 

 

 

資料編 

１ 吉川市介護福祉推進協議会設置要綱 

２ 吉川市介護福祉推進協議会委員名簿 

３ 介護福祉推進協議会における計画策定の経過 

４ 用語解説 


